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原子力安全委員会は、平成１８年９月１９日、規制行政庁に対し、同日付けで改訂

した「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（新耐震指針）等の内容に照ら

した既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の確認（以下「バックチェック」という。）

を行うよう事業者に要請するとともに、事業者による評価結果について、その妥当性

に関する確認を行った上で当委員会に報告するよう求めた。 

これを受けて、事業者から本年３月までに既設原子力発電所等について、評価結果

が中間報告又は最終報告（以下「中間報告等」という。）として原子力安全・保安院

（以下「保安院」という。）に提出された。これらの報告の概要について、当委員会

は、耐震安全性評価特別委員会の委員に出席を要請し、事業者等から説明を受けたと

ころである。 

当委員会は、この概要説明を通じ、耐震安全性評価特別委員会委員等から出された

質問・意見等を参考に、現段階において、保安院が中間報告等の確認を行うに当たっ

て考慮すべき点についてとりまとめ、以下に示す。 

また、今後は、耐震安全性評価特別委員会において検討を行い、保安院に適宜その

意見を追加的に伝えることとする。 

 

１．バックチェックのために指示した評価手法等に基づく適切な確認 

保安院においては、耐震安全性の確認について、事業者に指示するにあたり、「新

耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当た

っての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」（平成１８年９月）

を定めている。これに沿って、地質調査・活断層評価、基準地震動 Ss の策定、安

全上重要な建物・構築物及び機器・配管系の機能保持等の確認を科学的合理性に基

づき行うことは基本的に適切と考える。 

当委員会は、この指示の内容を明確にする観点等から、別紙に示す主要な事項に

ついて、保安院が耐震安全性の確認を行う際に考慮することが重要と考える。 

 

２．地質調査・活断層の認定  

新耐震指針に基づき、最新の知見を反映し、十分な地質調査等が行われ、それを

踏まえた活断層の認定が適切に行われていることが重要である。 



耐震安全性評価特別委員会では新耐震指針の下部規定として、最新知見を反映し

つつ「活断層等に関する安全審査の手引き（案）」を取りまとめたところであり、

事業者が実施した地質調査・活断層の認定に関する評価内容について、当該手引き

（案）を参考に新耐震指針への適合性を確認することが望まれる。 

 

３．入力地震動の検討  

新潟県中越沖地震の柏崎刈羽原子力発電所への影響の検討や大間原子力発電所

に対する安全審査において、基準地震動とともに入力地震動の策定の重要性が認識

されていることを考慮し、地震観測データ等を用いて、入力地震動算出の妥当性を

十分に検討することが重要と考える。 

 

４．重要項目に関する独立した評価  

基準地震動等の評価において、断層モデル計算等について、評価結果の信頼性を

高めるため、保安院としても独立した評価を行うことが望ましいと考える。 

 

５．耐震裕度に係る基礎的データの把握 

国民の耐震安全性に関する不安や懸念に応えるためには、耐震裕度について説明

することが重要と考える。そのための説明に役立つ基礎的データが事業者からの中

間報告等の中に盛り込まれているか確認し、必要に応じ最終報告に追加することを

事業者に指示することが望まれる。 

 

６．情報の提供 

保安院においては、中間報告等の検討に際して、委員会等を公開するとともに、

その根拠データも含めた資料の公開に努めており、事業者においてもデータ等の公

開を進めているが、今回のバックチェックを事業者自らが原子力施設の耐震安全性

に関する国民への説明責任を果たす機会とも捉え、今後も情報の公開に努め、特に

国民の関心の高い活断層調査の情報に関しては、大学や研究機関等での調査研究に

寄与できるよう保安院は事業者に対し取り組みを促すことが望まれる。 

 



耐震安全性の確認において考慮すべき主要事項 

 

 

 

１）地質調査・活断層評価について 

・海域での探査測線の密度及び得られた情報の精度  

・断層端部の評価、近接する断層の連続性及び連動の可能性に関する評価  

・孤立した短い断層評価  

・震源断層の位置及び形状等のパラメータの決定手法 

・近隣の原子力発電所等における活断層の基本的理解の整合性  

 

２）基準地震動の策定について 

・震源断層の設定の適切性 

・検討用地震の選定 

・「震源が敷地に近く、その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えら  

れる」ことから、断層モデルを用いた手法を重視する場合の応答スペクトルに基

づく地震動評価の位置づけ 

・上下地震動の評価方法 

・ Noda et al.や加藤らの方法等、今回の改訂を機に事業者が用いた解析手法の適  
用性及びその不確かさの考慮 

・Noda et al.の手法により模擬地震波を作成する場合の地震規模 Mと等価距離 Xeq 

の設定 

・「震源を特定せず策定する地震動」に関する地域性、地盤特性等の考慮 

 

３）施設の健全性評価について 

(建物・構築物) 

・基礎版下への入力地震動の値と計算過程 

・入力地震動算出に際して埋め込み効果を考慮する場合、その評価手法 

・コンクリートの弾性係数等物性値 

・基礎版上での加速度応答スペクトルの評価結果  

 

（機器・配管系） 

・評価対象部位及び評価対象事象（例えば、座屈、オーバリング等） 

・入力条件として設定した地震荷重（床応答スペクトル、地震加速度）及び地震相 

対変位（建屋間相対変位、地盤沈下を含む） 

・床応答スペクトル法での拡幅及び同様な観点からの時刻歴応答解析での施設の固

有周期等の不確かさ考慮 

・耐震サポート・支持装置の健全性評価（地震反力、許容荷重） 

別紙 



・動的機器等の健全性評価手法・判断基準 

・重要な機器についてコンクリート部分を含めた機器・配管系の基礎部の健全性 

・制御棒挿入性の評価方法、結果、評価基準値との比較 

 

（共通） 

・使用した解析モデル、耐震解析手法（応答倍率法、モーダル応答解析、時刻歴応

答解析等）及び解析条件（減衰定数等） 

・地震観測データがある場合にはそれを用いた解析モデルへの反映 

・静的地震力と動的地震力の評価結果の比較 

・応答倍率法を用いる場合の基になる解析手法 

 

４）評価手法について 

・「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601）」（社団法人日本電気協会）を用

いて評価を行う場合の適用の考え方等 

・耐震安全性評価に用いた解析コード等の内容や品質保証について明確化 

 


